別紙５
栄養委員地区活動費について
地区サロン等での活動費の請求方法
☆参加人数×200円又は必要経費のいずれか低い方の額となる。
＜例１＞
参加人数20名×200円＝4000円　材料費5000円の場合
報告書へ記入し、裏面にレシートを貼り付ける（口頭のみでの支払いはできない）支払額は4000円、不足額はサロン等で賄う。
＜例２＞
参加人数20名　材料費3800円の場合
報告書へ記入し、裏面にレシートを貼り付ける（口頭のみでの支払いはできない）支払額は3800円となる。
その他注意事項
・必ず地区サロン等に栄養委員の立場で参加し、健康についての啓発を行うこと（活動経費を請求する場合）
・献立は町栄養士が立てたものを使用すること。（地区会、栄養教室、料理教室等で使用したもの等）
・１人２回まで請求可能
（試食など単品の場合は、参加人数×50円又は必要経費のいずれか低い方の額となる。上限５０００円まで補助し、１回に数える）
・実施期間４～１月まで
（報告書の提出締切は、９月末と１月３１日厳守でお願いします）
【請求できるもの】
・町栄養士の立てた献立を使って調理実習をした場合
　費用：参加人数×200円又は必要経費のいずれか低い方の額
（試食など単品の場合は、参加人数×50円又は必要経費のいずれか低い方の額となる。上限５０００円まで補助し、１回に数える）
・下記の★活動目的のいずれかに沿った媒体を活用する場合（要相談）
費用：参加人数×100円まで　上限３,000円
【活動目的】
★三世代交流・親子・子ども対象の健康啓発
★高齢者の健康づくり
★貧血予防
★骨粗しょう症予防
★減塩食普及
★肥満予防（生活習慣病予防）
（例）
〇請求ができる場合
減塩の普及のためしょうゆのスプレーボトルを購入し、対象者に配布を行った。減塩の必要性を伝達し、減塩に関するチラシを配布した。
✕請求ができない場合
地区の行事の手伝いでカレーを作った。
→カレーを作って提供しただけでは請求はできません。健康の啓発として目的を明確にし、必要な情報提供・効果的な媒体を活用しましょう。
※必ず事前に事務局へ活動内容を相談してください。
お金を出せない場合もあります。
